
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童発達支援・放課後等デイサービス 
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株式会社 ムッシュ（社会福祉ディヴィジョン） 

令和 7 年 3 月 1 日改定 



Ⅰ・・・はじめに  

 

1・目 的  

このマニュアルは，自然災害発生（主に水災害又は地震）に備え、施設での災害対

応の基本的事項、職員の組織体制及び災害発生時の具体的な行動手順等を定め、 

関係者の共通認識のもと、速やかに的確な対応ができるようにすることを目的とす

るものです。 

  

２・災害発生時の対応について  

施設に係わる人の安全を確保します。  

ア・利用者（乳児・幼児・児童）の安全を守ることを第一とします。 

イ・利用者と保護者の安全を守る  

ウ・職員の安全を守る。  

エ・その他、施設に係わる人の安全を守る  

 

３・マニュアル適用範囲  

（１） 期間 

被害発生のおそれがある時から安全が確認できる時まで。 

（２） 場所 

施設建物と敷地  

（３） 対象者 

施設職員、利用者（乳児・幼児・児童）とその保護者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ・・・役割分担について 
 

係 役職 氏名 役割 

地震防災活動班 

（総括） 

施設代表 西村大悟 ・地震対策応急対策の実施全般について一切の指

揮を行う。 

副総括 管理者 須磨健太 ・総括の補助 

 

情報/地域班 

 

児発管 

 

西村亜紀 

友渕菜都美 

・行政と連絡をとり正確な情報の入手に努めると

ともに適切な指示を仰ぐ。 

地震防災活動班（主・副）に報告し、利用家族へ状

況説明を行う。また、可能な限りその記録をとる。 

・地域住民や近隣の福祉施設と協力し救護活動を

行う。ボランティアの受け入れなど。 

消火班 
 藤澤あかり 

森歌奈子 

・地震発生直後、直ちに火元を確認する。発火の防

止に万全を期すとともに発火の際は消化活動を行

う。 

応急物資班 
 須磨健太 

菊池紅実 

・食料、飲料水の確保に努めるとともに飲料水の配

布を行う。 

安全指導班 
 小西香輝 

勝田純子 

・利用者の安全確認、施設設備の損傷を確認し地震

防災活動班へ報告する。地震防災活動班の指示に

より利用者の避難誘導を行う。 

救護班 
 壱岐めぐみ 

横田安海 

・負傷者の救出、応急処置及び病院などへの搬送

を行う。 

 



Ⅲ・・・職員緊急連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ・・・緊急連絡先一覧表 
 

機関 電話番号 

天王寺警察署 06-6773-1234 

天王寺消防署 06-6771-0119 

上本町 ぼく小児科（提携医療機関） 06-6775-1053 

大阪警察病院 06-6771-6051 

天王寺区役所/保健福祉課 06-6774-9857 

大阪市/危機管理室 06-6208-7388 

 

 

 

 

 

[文書の重要な部分を

引用して読者の注意

を引いたり、このスペ

ースを使って注目ポ

イントを強調したり

しましょう。このテキ

スト ボックスは、ド

ラッグしてページ上

の好きな場所に配置

できます。] 



Ⅴ・・・休園・避難の判断基準 
大阪市に大雨・暴風・洪水警報及び特別警報・避難勧告（指示）が発令された時の休園・   

避難は下記とし、事前に保護者に周知する。 

・但し、近年の予報精度が高くなっていること、また、施設の立地環境（浸水リスクが低

いこと）、インフラ等を総合的に鑑み、利用者の安全の確保を最優先とし、法人代表、管理

者、児童発達支援管理責任者が協議し下記の判断基準をベースにし最終判断するものとす

る。 

 大阪市に大雨・暴風・洪水警報が 

発令された場合 

大阪市に特別警報・避難勧告 

（指示）・が発令された場合 

開所前に発令された場合 

 

・大雨・暴風・洪水警報が同時に発

令された場合原則として休務する。 

・同時発令ではない場合、施設代

表、管理者が協議を行い決定する。 

（基本、大阪市学校園の決定に準ず

るものとする。） 

・原則として休務する。 

・特別警報が発令される可能性 

が高い場合、もしくは台風の接近・

上陸の可能性が高い場合など、協議

の上事前に休務を決定することがで

きる。 

開所時間中に 

発令された場合 

・保護者と連絡をとり，児童の迎 

えを依頼する。連絡が取れない場合や

降園が危険な場合は待機する。 

・道路状況等を確認し管理者の 

判断により問題が無いと判断した場

合、個々に送迎する。 

・保護者と連絡をとり，児童の迎 

えを依頼する。連絡が取れない場合や

降園が危険な場合は待機する。 

・道路状況等を確認し管理者の 

判断により問題が無いと判断した場

合、個々に送迎する。 

開所前に発令された警報が

途中で解除された場合 

安全を確認の上開所する。 安全を確認の上開所する。 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅵ・・・避難経路図-① 
施設内から公道への避難 

 

 



Ⅶ・・・避難経路図-② 
公道から災害避難場所への避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅷ・・避難場所（天王寺区） 
 

 



Ⅸ・非常持ち出し品リスト 
 

区分 品名 

食料品 ミネラルウォーター、スポーツ飲料（粉末）、 米・アルファ米、缶

詰、乾パン、あめ、ビスケット、保存期間が長く火を通さなくても

食べられるもの、アレルギー対応の簡易食料 等 

生活用品 水、毛布、ビニールシート、着替え、ビニール袋、水筒、卓上コン

ロ（ボンベ） スプーン、フォーク、紙コップ、缶切り、ナイフ、ラ

ップ おまる、紙おむつ、トイレットペーパー、生理 用品、用紙、

ガムテープ、雨具、現金（小銭も）、 マッチ、ライター 等 

避難用品 防災頭巾（ヘルメット）、おんぶひも、 軍手、ビニール袋、懐中電

灯、ラジオ、乾電池、関係機関連絡リスト 等 

救急医療品 包帯、ガーゼ、止血帯、絆創膏、三角巾 湿布、タオル、消毒薬、体

温計、カット綿、プラスチック手袋 等 

 


